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内

閣

府

○
総

務

省
令
第
一
号

文
部
科
学
省

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

野
田

聖
子

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府
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地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
届
出
等
）

（
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
届
出
等
）

第
九
十
一
条
の
二

［
略
］

第
九
十
一
条
の
二

［
同
上
］

２

組
合
員
た
る
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
組
合
員
た
る
離
婚

２

組
合
員
た
る
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
組
合
員
た
る
離
婚

時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

死
亡
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
に
際
し
、
当
該
組
合
員
た
る
離
婚
時
み
な

死
亡
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
に
際
し
、
当
該
組
合
員
た
る
離
婚
時
み
な

し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き

し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

組
合
員
た
る
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び

一

組
合
員
た
る
離
婚
時
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

基
礎
年
金
番
号

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
又
は
基
礎
年

金
番
号

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
届
出
等
）

（
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
の
届
出
等
）

第
九
十
一
条
の
四

［
略
］

第
九
十
一
条
の
四

［
同
上
］

２

組
合
員
た
る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
組
合
員
た

２

組
合
員
た
る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
組
合
員
た

る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事

る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
死
亡
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
に
際
し
、
当
該
組
合
員
た

項
を
記
載
し
た
死
亡
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死
亡
に
際
し
、
当
該
組
合
員
た

る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
を
行

る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

組
合
員
た
る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住

一

組
合
員
た
る
被
扶
養
配
偶
者
み
な
し
被
保
険
者
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住

所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
組
合
員
証
等
）

（
組
合
員
証
等
）

第
九
十
三
条

組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

第
九
十
三
条

組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

保
険
者
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
で
短
期
給
付
に
関
す
る
規

保
険
者
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
で
短
期
給
付
に
関
す
る
規

定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
と
な
つ
た
者
を
含
む
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
組
合
員
資
格
取
得

定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
と
な
つ
た
者
を
含
む
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
組
合
員
資
格
取
得

届
書
を
所
属
機
関
の
長
を
経
由
し
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
規
定
す
る

届
書
を
所
属
機
関
の
長
を
経
由
し
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
規
定
す
る

個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
組
合
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
等
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
の

個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
組
合
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
等
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
組
合
員
資
格
取
得
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
組
合
員
資
格
取
得
届
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
、
個
人
番
号
及
び
基
礎
年
金
番
号

一

組
合
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
及
び
基
礎
年
金
番
号
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［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
氏
名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
の
変
更
の
申
告
）

（
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
申
告
）

第
九
十
三
条
の
二

組
合
員
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当

第
九
十
三
条
の
二

組
合
員
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
に
関

該
変
更
に
関
す
る
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
申
出
又
は
申
請
）

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
申
出
又
は
申
請
）

第
百
条
の
三

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保

第
百
条
の
三

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保

険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
か
ら
第
百
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
取
得
の
申
出
は
、
次
に

険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
か
ら
第
百
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
格
取
得
の
申
出
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

申
出
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一

申
出
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

一

生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本
若
し
く
は
戸
籍
の
謄
本

る
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
出
書
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
載
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年
金
手
帳
そ
の
他

二

年
金
手
帳
そ
の
他
の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

の
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
申
出
）

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の
申
出
）

第
百
条
の
四

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

第
百
条
の
四

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一

被
保
険
者
の
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
）

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
百
条
の
五

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し

第
百
条
の
五

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
は
、
そ
の
氏
名
を
変
更
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

被
保
険
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

基
礎
年
金
番
号

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
届
出
）

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
住
所
変
更
の
届
出
）

第
百
条
の
六

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し

第
百
条
の
六

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

被
保
険
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

基
礎
年
金
番
号

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
高
齢
任
意
加
入
被
保
険
者
の
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
百
条
の
七

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変

［
新
設
］

更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

被
保
険
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三

個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

（
支
払
未
済
の
給
付
）

（
支
払
未
済
の
給
付
）

第
百
二
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
百
二
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に

を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。
次

よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。
次

条
、
第
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
百
二
十

条
、
第
百
二
十
一
条
第
三
項
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
百
二
十

六
条
第
二
項
、
第
百
二
十
八
条
か
ら
第
百
四
十
五
条
ま
で
、
第
百
四
十
七
条
か
ら
第
百
五
十
三
条
ま
で
、
第
百

六
条
第
二
項
、
第
百
二
十
八
条
か
ら
第
百
四
十
五
条
ま
で
、
第
百
四
十
七
条
か
ら
第
百
五
十
三
条
ま
で
、
第
百

五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
六
十
条
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十

五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
六
十
条
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十

一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

死
亡
し
た
者
の
組
合
員
証
の
記
号
及
び
番
号
（
当
該
給
付
が
退
職
等
年
金
給
付
で
あ
る
場
合
に
は
、

［
新
設
］

基
礎
年
金
番
号
）
又
は
個
人
番
号

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
届
出
）

（
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
届
出
）

第
百
三
条

給
付
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

第
百
三
条

給
付
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
損
害
賠
償
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
損
害
賠
償
申
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

組
合
員
証
の
記
号
及
び
番
号
（
厚
生
年
金
保
険
給
付
又
は
退
職
等
年
金
給
付
を
請
求
す
る
場
合
に
あ

［
新
設
］

つ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
）
又
は
個
人
番
号

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
等
）

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
請
求
等
）

第
百
二
十
条

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
（
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

第
百
二
十
条

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
（
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
連
合
会
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
第
三
号
及

に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
連
合
会
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
第
三
号
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
厚

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
厚

生
年
金
保
険
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
（
組
合
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）

生
年
金
保
険
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
（
組
合
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令

に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令

第
三
十
七
号
）
第
三
章
第
一
節
（
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
ロ
、
第
二

第
三
十
七
号
）
第
三
章
第
一
節
（
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
ロ
、
第
二

項
第
四
号
の
三
並
び
に
第
三
項
、
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、

項
第
四
号
の
三
並
び
に
第
三
項
、
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
条
の
五
の
二
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、

第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
第
六
号
ロ
及
び
第
三
項
第
四
号

第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
第
六
号
ロ
及
び
第
三
項
第
四
号

を
除
く
。
）
、
第
二
節
（
第
四
十
四
条
第
一
項
第
九
号
ロ
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
五
十
二
条
、

を
除
く
。
）
、
第
二
節
（
第
四
十
四
条
第
一
項
第
九
号
ロ
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
、
第
五
十
二
条
、

第
五
十
七
条
第
五
項
並
び
に
第
五
十
八
条
第
一
項
第
六
号
ロ
及
び
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。
）
、
第
三
節
（
第

第
五
十
七
条
第
五
項
並
び
に
第
五
十
八
条
第
一
項
第
六
号
ロ
及
び
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。
）
、
第
三
節
（
第

六
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第
十
四
号
ロ
、
第
三
項
第
十
一
号
並
び
に
第
五
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第

六
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第
十
四
号
ロ
、
第
三
項
第
十
一
号
並
び
に
第
五
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第

三
号
ロ
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
の
二
、
第
七
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
七
十
四
条
第
五
項
並
び
に
第

三
号
ロ
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
、
第
七
十
四
条
第
五
項
並
び
に
第
七
十
五
条
第
三
項

七
十
五
条
第
三
項
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
節
の
二
、
第
三
章
の
二
（
第
七
十
八
条
の
十
を
除
く
。
）
並

第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
節
の
二
、
第
三
章
の
二
（
第
七
十
八
条
の
十
を
除
く
。
）
並
び
に
第
三
章
の
三

び
に
第
三
章
の
三
（
第
七
十
八
条
の
十
八
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

（
第
七
十
八
条
の
十
八
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
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お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保

の
規
定
中
「
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
」
と
、

険
者
期
間
」
と
、
「
機
構
」
と
あ
り
、
及
び
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共

「
機
構
」
と
あ
り
、
及
び
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村

済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第

職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
十
七
条
第
四
項

二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村

を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
）
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

連
合
会
）
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
三
十
条
第
一
項
第
八
号

附
則
第
九
条
の
三
第
二
項
及
び

附
則
第
九
条
の
三

第
三
十
条
第
一
項
第
八
号

附
則
第
九
条
の
三
第
二
項
及
び

附
則
第
九
条
の
三

第
九
条
の
四
第
三
項

第
九
条
の
四
第
三
項

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
の
二
第
三
項

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条

第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
の
二
第
三
項

第
三
項

第
三
項

第
二
十
七
条
第
十
五
項
及
び
第

第
二
十
七
条
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項

第
二
十
七
条
第
十
五
項
及
び
第

第
二
十
七
条
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項

十
六
項

十
六
項

を
含
む
。
）
並
び
に
平
成
六
年

を
含
む
。
）

を
含
む
。
）
並
び
に
平
成
六
年

を
含
む
。
）

改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
三

改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平

成
六
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定

成
六
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
四

に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
四

条
第
一
項
（
以
下
「
法
第
四
十

条
第
一
項
（
以
下
「
法
第
四
十

四
条
第
一
項
」
と
い
う
。
）

四
条
第
一
項
」
と
い
う
。
）

第
三
十
条
第
一
項
第
八
号

規
則
第
一
条
各
号

規
則
第
一
条
第
一
項
各
号

の
二

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
三
十
七
条
第
一
項

受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が

受
給
権
者

第
三
十
七
条
第
一
項

十
日
以
内
に

速
や
か
に

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の

九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。)



- 7 -

十
日
以
内
に

速
や
か
に

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
五
十
三
条
第
一
項

受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が

受
給
権
者

第
五
十
三
条
第
一
項

十
日
以
内
に

速
や
か
に

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の

九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。)

十
日
以
内
に

速
や
か
に

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
五
十
七
条
第
一
項

［
略
］

［
略
］

第
五
十
七
条
第
一
項

［
同
上
］

［
同
上
］

と
す
る
。

と
す
る
。
た
だ
し
、
組
合
が
住
民
基
本
台
帳
法

と
す
る
。

と
す
る
。
た
だ
し
、
組
合
が
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者

第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
受

に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

給
権
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け

が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
六
十
二
条
第
一
項
及
び

十
日
以
内
に

速
や
か
に

第
六
十
二
条
第
一
項
、
第

十
日
以
内
に

速
や
か
に

第
六
十
三
条
第
一
項

六
十
三
条
第
一
項
及
び
第

七
十
条
第
一
項

第
七
十
条
第
一
項

受
給
権
者
（
厚
生
労
働
大
臣
が

受
給
権
者

住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の

九
の
規
定
に
よ
り
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。)

十
日
以
内
に

速
や
か
に

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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第
七
十
四
条
第
一
項

［
略
］

［
略
］

第
七
十
四
条
第
一
項

［
同
上
］

［
同
上
］

と
す
る
。

と
す
る
。
た
だ
し
、
組
合
が
住
民
基
本
台
帳
法

と
す
る
。

と
す
る
。
た
だ
し
、
組
合
が
住
民
基
本
台
帳
法

第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
権
者

第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
受

に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と

給
権
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け

が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
退
職
年
金
の
決
定
の
請
求
）

（
退
職
年
金
の
決
定
の
請
求
）

第
百
二
十
八
条

退
職
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
百
二
十
八
条

退
職
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（
法
第
九
十
二
条
又
は
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
一
時
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

（
法
第
九
十
二
条
又
は
第
九
十
三
条
に
規
定
す
る
一
時
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け

決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
十
一

略
］

［
二
～
十
一

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
整
理
退
職
の
場
合
の
一
時
金
の
決
定
の
請
求
）

（
整
理
退
職
の
場
合
の
一
時
金
の
決
定
の
請
求
）

第
百
二
十
九
条

法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
時
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
百
二
十
九
条

法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
時
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
遺
族
に
対
す
る
一
時
金
の
決
定
の
請
求
）

（
遺
族
に
対
す
る
一
時
金
の
決
定
の
請
求
）

第
百
三
十
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
時
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
百
三
十
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
時
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
請
求
者
と
組
合
員
又
は

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
請
求
者
と
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ

組
合
員
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分
関
係

た
者
と
の
身
分
関
係

二

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
死
亡
し
た

二

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
死
亡
し
た
年
月
日

年
月
日

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
組
合
員
等
の
給
付
算
定
基
礎
額
の
計
算
の
特
例
を
受
け
る
場
合
の
申
出

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
組
合
員
等
の
給
付
算
定
基
礎
額
の
計
算
の
特
例
を
受
け
る
場
合
の
申
出

等
）

等
）
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第
百
三
十
一
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
す

第
百
三
十
一
条

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

申
出
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
組
合
員
証
の
記
号
及
び
番

一

申
出
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
組
合
員
証
の
記
号
及
び
番
号

号
［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
は
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

３

法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
は
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

至
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
組
合
員
証
の
記
号
及
び
番
号

二

基
礎
年
金
番
号
並
び
に
組
合
員
証
の
記
号
及
び
番
号

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

（
併
給
調
整
事
由
該
当
の
届
出
等
）

（
併
給
調
整
事
由
該
当
の
届
出
等
）

第
百
三
十
四
条

退
職
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と

第
百
三
十
四
条

退
職
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

２

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ

２

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
退
職
年
金
の
停
止
解
除
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲

の
項
に
お
い
て
「
退
職
年
金
の
停
止
解
除
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
百
三
十
五
条

退
職
年
金
の
受
給
権
者
は
、
併
給
調
整
年
金
で
あ
る
公
務
障
害
年
金
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
事

第
百
三
十
五
条

退
職
年
金
の
受
給
権
者
は
、
併
給
調
整
年
金
で
あ
る
公
務
障
害
年
金
の
支
給
を
停
止
す
べ
き
事

由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）

第
百
三
十
六
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
退
職
年
金
の
受
給
権
者
は
、
次
に

第
百
三
十
六
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
退
職
年
金
の
受
給
権
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］
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［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

第
百
三
十
七
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
退
職
年
金
の
受
給
権
者

第
百
三
十
七
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
退
職
年
金
の
受
給
権
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
公
務
障
害
年
金
の
決
定
の
請
求
）

（
公
務
障
害
年
金
の
決
定
の
請
求
）

第
百
三
十
九
条

公
務
障
害
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
百
三
十
九
条

公
務
障
害
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
十
二

略
］

［
二
～
十
二

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
併
給
調
整
事
由
該
当
の
届
出
等
）

（
併
給
調
整
事
由
該
当
の
届
出
等
）

第
百
四
十
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

第
百
四
十
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

２

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
障
害
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

２

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
障
害
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

（
併
給
調
整
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
百
四
十
一
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
公
務
障
害
年
金
に
係
る
併
給
調
整
年
金
の
支
給
を
停
止
す
べ

第
百
四
十
一
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
公
務
障
害
年
金
に
係
る
併
給
調
整
年
金
の
支
給
を
停
止
す
べ

き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）
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第
百
四
十
二
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、

第
百
四
十
二
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

第
百
四
十
三
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
障
害
年
金
の
受
給

第
百
四
十
三
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
障
害
年
金
の
受
給

権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
障
害
の
程
度
が
変
わ
つ
た
と
き
の
改
定
の
請
求
等
）

（
障
害
の
程
度
が
変
わ
つ
た
と
き
の
改
定
の
請
求
等
）

第
百
四
十
四
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
九
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
公

第
百
四
十
四
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
九
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
公

務
障
害
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に

務
障
害
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
の
届
出
）

（
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
の
届
出
）

第
百
四
十
五
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

第
百
四
十
五
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
は
、
障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
障
害
の
状
態
等
に
関
す
る
届
出
）

（
障
害
の
状
態
等
に
関
す
る
届
出
）

第
百
四
十
六
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て

第
百
四
十
六
条

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て

組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
組
合
が
指
定
す
る
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事

組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
組
合
が
指
定
す
る
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
務
障
害
年
金
の
全
額
に
つ

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
務
障
害
年
金
の
全
額
に
つ

き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
公
務
遺
族
年
金
の
決
定
の
請
求
）

（
公
務
遺
族
年
金
の
決
定
の
請
求
）

第
百
四
十
七
条

公
務
遺
族
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
百
四
十
七
条

公
務
遺
族
年
金
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
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者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
請
求
者
と
組
合
員
又
は

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
請
求
者
と
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ

組
合
員
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分
関
係

た
者
と
の
身
分
関
係

二

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
死
亡
し
た

二

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
死
亡
し
た
年
月
日

年
月
日

［
三
～
十
二

略
］

［
三
～
十
二

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
併
給
調
整
事
由
該
当
の
届
出
等
）

（
併
給
調
整
事
由
該
当
の
届
出
等
）

第
百
四
十
八
条

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ

第
百
四
十
八
条

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

と
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

２

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
以

２

法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
務
遺
族
年
金
の
停
止
解
除
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
務
遺
族
年
金
の
停
止
解
除
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
併
給
調
整
事
由
等
消
滅
の
届
出
）

（
併
給
調
整
事
由
等
消
滅
の
届
出
）

第
百
四
十
九
条

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
公
務
遺
族
年
金
に
係
る
併
給
調
整
年
金
の
支
給
を
停
止
す
べ

第
百
四
十
九
条

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
公
務
遺
族
年
金
に
係
る
併
給
調
整
年
金
の
支
給
を
停
止
す
べ

き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

き
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

２

法
第
百
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権

２

法
第
百
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権

者
は
、
そ
の
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合

者
は
、
そ
の
支
給
を
停
止
さ
れ
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）

第
百
五
十
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
次

第
百
五
十
条

法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

第
百
五
十
一
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給

第
百
五
十
一
条

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給

権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
請
）

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
請
）

第
百
五
十
二
条

法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
公
務
遺
族
年
金
の
支
給
の

第
百
五
十
二
条

法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
公
務
遺
族
年
金
の
支
給
の

停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
申
請
者
と
組
合
員
で
あ

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
申
請
者
と
組
合
員
で
あ
つ
た
者
と
の
身

つ
た
者
と
の
身
分
関
係

分
関
係

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
出
生
の
届
出
）

（
出
生
の
届
出
）

第
百
五
十
三
条

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
胎
児
で
あ
つ
た
子
が
出
生
し

第
百
五
十
三
条

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
胎
児
で
あ
つ
た
子
が
出
生
し

た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
二
級
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
等
で
あ
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

（
二
級
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
等
で
あ
る
公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

第
百
五
十
三
条
の
二

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認

第
百
五
十
三
条
の
二

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
て
組
合
が
指
定
し
た
者
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な

め
て
組
合
が
指
定
し
た
者
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
務
遺
族
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
公
務
遺
族
年
金
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
年
金
証
書
の
亡
失
等
）

（
年
金
証
書
の
亡
失
等
）

第
百
五
十
六
条

年
金
受
給
権
者
は
、
年
金
証
書
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次

第
百
五
十
六
条

年
金
受
給
権
者
は
、
年
金
証
書
を
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
証
書
再
交
付
申
請
書
に
亡
失
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
又
は
そ
の
損
傷

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
証
書
再
交
付
申
請
書
に
亡
失
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
又
は
そ
の
損
傷
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し
た
年
金
証
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
年
金
証
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
受
給
権
者
等
に
係
る
届
出
）

（
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
受
給
権
者
等
に
係
る
届
出
）

第
百
五
十
六
条
の
三

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

第
百
五
十
六
条
の
三

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
）
は
、

り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
）
は
、

第
百
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

第
百
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
又
は
前
条
の
所
在
不
明
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
年
金
受
給
権
者
に
対
し
、
毎
年
、
組

場
合
又
は
前
条
の
所
在
不
明
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
年
金
受
給
権
者
に
対
し
、
毎
年
、
組

合
が
定
め
る
日
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
連
合
会
が
定
め
る
日
。
次
項
に
お
い
て

合
が
定
め
る
日
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
連
合
会
が
定
め
る
日
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
受
給
権
者
の
署
名
し
た
届
書
（
署
名
す
る
こ
と

同
じ
。
）
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
受
給
権
者
の
署
名
し
た
届
書
（
署
名
す
る
こ
と

が
困
難
な
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
代
理
人
が
署
名
し
た
届
書
）
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

が
困
難
な
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
受
給
権
者
の
代
理
人
が
署
名
し
た
届
書
）
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
年
金
受
給
権
者
の
異
動
報
告
等
）

（
年
金
受
給
権
者
の
異
動
報
告
等
）

第
百
五
十
九
条

年
金
受
給
権
者
は
、
氏
名
を
改
め
た
と
き
、
転
居
し
た
と
き
、
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭

第
百
五
十
九
条

年
金
受
給
権
者
は
、
氏
名
を
改
め
た
と
き
、
転
居
し
た
と
き
、
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
り
住
居
表
示
が
変
更
さ
れ
た
と
き
又
は
払
渡
金
融
機
関
を
変
更
す
る
と

和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
よ
り
住
居
表
示
が
変
更
さ
れ
た
と
き
又
は
払
渡
金
融
機
関
を
変
更
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
受
給
権
者
異
動
報
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
受
給
権
者
異
動
報
告
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
転
居
し
た
こ
と
又
は
住
居
表
示
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
組
合
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

た
だ
し
、
転
居
し
た
こ
と
又
は
住
居
表
示
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
組
合
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
機
構
か
ら
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ム
機
構
か
ら
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

年
金
の
種
類
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
番
号
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

三

年
金
の
種
類
及
び
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
四
～
八

略
］

［
四
～
八

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
年
金
受
給
権
者
の
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
百
五
十
九
条
の
二

年
金
受
給
権
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事

［
新
設
］

項
を
記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

年
金
受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三

個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

四

年
金
証
書
の
記
号
番
号

（
退
職
年
金
受
給
権
者
等
の
再
就
職
届
）

（
退
職
年
金
受
給
権
者
等
の
再
就
職
届
）

第
百
六
十
条

老
齢
厚
生
年
金
若
し
く
は
障
害
厚
生
年
金
（
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、

第
百
六
十
条

老
齢
厚
生
年
金
若
し
く
は
障
害
厚
生
年
金
（
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、

市
町
村
連
合
会
）
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
退
職
年
金
若
し
く
は
公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
が
、

市
町
村
連
合
会
）
が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
退
職
年
金
若
し
く
は
公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
が
、
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再
び
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
受
給
権
者
再
就
職
届
書
に

再
び
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
受
給
権
者
再
就
職
届
書
に

当
該
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
て
、
そ
の
者
の
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
組
合
を
経
由
し
て
、
元
の
組
合
（
指
定

当
該
年
金
の
年
金
証
書
を
添
え
て
、
そ
の
者
の
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
組
合
を
経
由
し
て
、
元
の
組
合
（
指
定

都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ

都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ

ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な

ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
年
金
受
給
権
の
消
滅
の
届
出
）

（
年
金
受
給
権
の
消
滅
の
届
出
）

第
百
六
十
一
条

年
金
受
給
権
者
が
死
亡
し
、
又
は
そ
の
権
利
を
喪
失
し
た
と
き
（
公
務
障
害
年
金
を
受
け
る
権

第
百
六
十
一
条

年
金
受
給
権
者
が
死
亡
し
、
又
は
そ
の
権
利
を
喪
失
し
た
と
き
（
公
務
障
害
年
金
を
受
け
る
権

利
を
有
し
て
い
た
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
公
務
遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
又
は
法
第
九

利
を
有
し
て
い
た
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
公
務
遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
又
は
法
第
九

十
六
条
第
二
項
、
第
百
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
百
七
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
同
条
第

十
六
条
第
二
項
、
第
百
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
百
七
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
同
条
第

二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
該
当
し
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
遺
族
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規

二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
該
当
し
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
遺
族
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
支
払
未
済
の
給
付
の
支
給
を
受
け
る
者
若
し
く
は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四

定
に
よ
り
支
払
未
済
の
給
付
の
支
給
を
受
け
る
者
若
し
く
は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四

号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
又
は
年
金
を
受
け
る
権
利
を
喪
失
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲

号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
又
は
年
金
を
受
け
る
権
利
を
喪
失
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
受
給
権
消
滅
届
書
に
年
金
証
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
年
金
受
給
権
消
滅
届
書
に
年
金
証
書
を
添
え
て
、
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
年
金
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
つ
き
、
組
合
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら

い
。
た
だ
し
、
年
金
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
つ
き
、
組
合
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

附

則

附

則

（
旧
職
域
加
算
退
職
給
付
の
決
定
の
請
求
）

（
旧
職
域
加
算
退
職
給
付
の
決
定
の
請
求
）

第
十
三
条

旧
職
域
加
算
退
職
給
付
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地

第
十
三
条

旧
職
域
加
算
退
職
給
付
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地

共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
以
下
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
退
職
を

共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
以
下
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
退
職
を

給
付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

給
付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定

項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。

に
よ
り
市
町
村
連
合
会
の
業
務
を
こ
れ
ら
の
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
を
除
き
、
市
町
村
連
合
会
。

次
条
か
ら
附
則
第
十
六
条
ま
で
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
、
附
則
第
十
八
条
か
ら
附
則
第
二
十
条
ま
で
、
附
則

次
条
か
ら
附
則
第
十
六
条
ま
で
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
、
附
則
第
十
八
条
か
ら
附
則
第
二
十
条
ま
で
、
附
則

第
二
十
一
条
第
一
項
、
附
則
第
二
十
二
条
か
ら
附
則
第
二
十
九
条
ま
で
、
附
則
第
三
十
条
第
一
項
、
附
則
第
三

第
二
十
一
条
第
一
項
、
附
則
第
二
十
二
条
か
ら
附
則
第
二
十
九
条
ま
で
、
附
則
第
三
十
条
第
一
項
、
附
則
第
三

十
一
条
第
一
項
、
附
則
第
三
十
二
条
、
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
、
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
、
附
則
第
三
十

十
一
条
第
一
項
、
附
則
第
三
十
二
条
、
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
、
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
、
附
則
第
三
十

五
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
決
定
の
請
求
）

（
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
決
定
の
請
求
）
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第
十
四
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る

第
十
四
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
九

略
］

［
二
～
九

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
障
害
の
程
度
が
変
わ
つ
た
と
き
の
改
定
の
請
求
等
）

（
障
害
の
程
度
が
変
わ
つ
た
と
き
の
改
定
の
請
求
等
）

第
十
五
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
受
給
権
者
は
、
改
正
前
地
共
済
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
十
五
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
受
給
権
者
は
、
改
正
前
地
共
済
法
第
八
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う

又
は
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
の
届
出
）

（
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
の
届
出
）

第
十
六
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
受
給
権
者
は
、
障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き

第
十
六
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
受
給
権
者
は
、
障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
障
害
の
状
態
等
に
関
す
る
届
出
）

（
障
害
の
状
態
等
に
関
す
る
届
出
）

第
十
七
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

第
十
七
条

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

て
組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
組
合
が
指
定
し
た
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

て
組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
組
合
が
指
定
し
た
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
の

全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
決
定
の
請
求
）

（
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
決
定
の
請
求
）

第
十
八
条

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
死
亡
を
給
付
事
由
と
す
る

第
十
八
条

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
死
亡
を
給
付
事
由
と
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
請
求
者
と
組
合
員
又
は

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
請
求
者
と
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ

組
合
員
で
あ
つ
た
者
と
の
身
分
関
係

た
者
と
の
身
分
関
係

二

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
及
び
死
亡
し
た

二

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
基
礎
年
金
番
号
及
び
死
亡
し
た
年
月
日

年
月
日

［
三
～
八

略
］

［
三
～
八

同
上
］
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［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
請
）

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
請
）

第
十
九
条

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険

第
十
九
条

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保
険

法
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
旧
職
域
加
算

法
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
旧
職
域
加
算

遺
族
給
付
の
支
給
の
停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提

遺
族
給
付
の
支
給
の
停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
申
請
者
と
組
合
員
で
あ

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
申
請
者
と
組
合
員
で
あ
つ
た
者
と
の
身

つ
た
者
と
の
身
分
関
係

分
関
係

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
出
生
の
届
出
）

（
出
生
の
届
出
）

第
二
十
条

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
受
給
権
者
は
、
改
正
前
地
共
済
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
胎
児
で
あ

第
二
十
条

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
受
給
権
者
は
、
改
正
前
地
共
済
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
胎
児
で
あ

つ
た
子
が
出
生
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

つ
た
子
が
出
生
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
二
級
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
等
で
あ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

（
二
級
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
等
で
あ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

第
二
十
一
条

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
つ
い
て
の
診
査
が
必
要
で

第
二
十
一
条

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
つ
い
て
の
診
査
が
必
要
で

あ
る
と
認
め
て
組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合

あ
る
と
認
め
て
組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
）

（
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
）

第
二
十
二
条

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の

第
二
十
二
条

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の

停
止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば

停
止
の
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
～
七

略
］

［
二
～
七

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
第
六
項
の
規
定
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の

３

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
第
六
項
の
規
定
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
組
合
に
提
出
し
な
け

規
定
に
よ
る
申
請
を
撤
回
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
組
合
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）

（
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
に
係
る
届
出
等
）

第
二
十
三
条

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
改
正
前
地
共

第
二
十
三
条

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
改
正
前
地
共

済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ

済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

（
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

（
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
の
撤
回
等
）

第
二
十
四
条

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
改
正

第
二
十
四
条

改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
撤
回
を
し
よ
う
と
す
る
改
正

前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し

前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
組
合
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
に
係
る
支
払
未
済
の
給
付
）

（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
に
係
る
支
払
未
済
の
給
付
）

第
二
十
五
条

改
正
前
地
共
済
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の

第
二
十
五
条

改
正
前
地
共
済
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
届
出
等
）

（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
届
出
等
）

第
二
十
七
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金

第
二
十
七
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
等
の

で
あ
る
給
付
に
係
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
等
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
文
部
科
学
省
令
第
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地

一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
文
部
科
学
省
令
第
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
以
下
「
改
正
前
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
百
一
条
、
第
百
一
条
の

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
以
下
「
改
正
前
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
百
一
条
、
第
百
一
条
の

三
、
第
四
章
第
三
節
（
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
一
条
の
三
か
ら
第
百
二
十
三
条
ま
で
、
第
百
二
十
八
条
、

三
、
第
四
章
第
三
節
（
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
一
条
の
三
か
ら
第
百
二
十
三
条
ま
で
、
第
百
二
十
八
条
、

第
百
二
十
八
条
の
四
か
ら
第
百
二
十
九
条
ま
で
、
第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項

第
百
二
十
八
条
の
四
か
ら
第
百
二
十
九
条
ま
で
、
第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
三
条
、
第
百
四
十
九
条
、
第
百
五
十
五
条
第
二

及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
七
条
、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
三
条
、
第
百
四
十
九
条
、
第
百
五
十
五
条
第
二

項
、
第
百
六
十
条
の
二
か
ら
第
百
六
十
条
の
四
ま
で
並
び
に
第
百
六
十
二
条
の
二
か
ら
第
百
六
十
二
条
の
十
一

項
、
第
百
六
十
条
の
二
か
ら
第
百
六
十
条
の
四
ま
で
並
び
に
第
百
六
十
二
条
の
二
か
ら
第
百
六
十
二
条
の
十
一

ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
百
六
十
五
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
百
六
十
五
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
施
行
規
程
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
施
行
規
程
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



- 19 -

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

改
正
前
施
行
規
程
第
百
一

本
人
確
認
情
報

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

改
正
前
施
行
規
程
第
百
一

本
人
確
認
情
報

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

条
の
三
第
三
項

条
の
三
第
三
項

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
条
第
一
項
第
一
号

日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
基
礎

年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

令
第
二
十
五
条
の
六
に
規
定
す

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

令
第
二
十
五
条
の
六
に
規
定
す

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政

十
条
第
一
項
第
七
号

る
年
金
で
あ
る
給
付

令
第
百
十
号
）
第
三
条
の
七
に
規
定
す
る
年
金

十
条
第
一
項
第
七
号

る
年
金
で
あ
る
給
付

令
第
百
十
号
）
第
三
条
の
七
に
規
定
す
る
年
金

で
あ
る
給
付

で
あ
る
給
付

並
び
に
当
該
年
金
の
年
金
証
書

、
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号
並

の
記
号
及
び
番
号

び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

請
求
者
の
氏
名
及
び
生
年

一

請
求
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
一
条
の
二
第
一
項
第
一

月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

号［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

別
紙
様
式
第
三
十
号
に
よ
る
診

診
断
書

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

別
紙
様
式
第
三
十
号
に
よ
る
診

診
断
書

十
一
条
の
二
第
二
項
第
五

断
書

十
一
条
の
二
第
二
項
第
五

断
書

号

号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
三
条
の
二
第
一
号
並
び

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

に
第
百
二
十
三
条
の
三
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
項

第
一
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定
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十
三
条
の
三
第
二
項
第
五

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

十
三
条
の
三
第
二
項
第
五

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

号

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十

号

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十

五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

あ
る
給
付

あ
る
給
付

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
四
条
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

知
事
等
か
ら
本
人
確
認
情
報

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
機
構

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

知
事
等
か
ら
本
人
確
認
情
報

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
機
構

十
五
条

保
存
本
人
確
認
情
報

十
五
条

保
存
本
人
確
認
情
報

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
五
条
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定

十
六
条
第
一
項

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

十
六
条
第
一
項
、
第
百
二

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十

十
七
条
及
び
第
百
二
十
七

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十

五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

条
の
二
第
一
項
第
五
号

五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

あ
る
給
付

あ
る
給
付

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
六
条
第
一
項
第
一
号
及

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

び
第
二
項
第
一
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定

十
七
条

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十

五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

あ
る
給
付

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
七
条
第
一
号
及
び
第
百

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二
十
七
条
の
二
第
一
項
第

一
号

第
百
二
十
七
条
の
二
第
一

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定

項
第
五
号

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十
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五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

あ
る
給
付

並
び
に
当
該
年
金
の
年
金
証
書

、
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号
並

の
記
号
及
び
番
号

び
に
配
偶
者
の
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

受
給
権
者
が
、

受
給
権
者
（
第
百
二
十
一
条
第
一
項
、
第
百
二

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

受
給
権
者
が
、

受
給
権
者
（
第
百
二
十
一
条
第
一
項
、
第
百
二

十
八
条
の
二
第
一
項

十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
百
二
十
二
条
の
請

十
八
条
の
二
第
一
項

十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
百
二
十
二
条
の
請

求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て

求
書
に
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載
し
て

い
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項

い
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

受
給
権
者
が
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載

受
給
権
者
が
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載

し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る

し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
八
条
の
二
第
一
項
第
一

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

号改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

法
附
則
第
二
十
六
条
の
三
第
一

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一

改
正
前
施
行
規
程
第
百
二

法
附
則
第
二
十
六
条
の
三
第
一

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一

十
八
条
の
二
第
三
項

項

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金

十
八
条
の
二
第
三
項

項

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金

保
険
法
附
則
第
十
一
条
の
六
第
一
項
、
附
則
第

保
険
法
附
則
第
十
一
条
の
六
第
一
項
、
附
則
第

十
三
条
の
六
第
四
項
又
は
平
成
二
十
七
年
経
過

十
三
条
の
六
第
四
項
又
は
平
成
二
十
七
年
経
過

措
置
政
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

措
置
政
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

み
替
え
ら
れ
た
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附

則
第
二
十
六
条
第
一
項

則
第
二
十
六
条
第
一
項

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

受
給
権
者
が
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載

受
給
権
者
が
雇
用
保
険
被
保
険
者
番
号
を
記
載

し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る

し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

改
正
前
施
行
規
程
第
百
三

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
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十
条
第
一
項
第
一
号
及
び

日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
三
項
第
一
号
並
び
に
第

百
三
十
条
の
二
第
一
項
第

一
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
三

並
び
に
当
該
年
金
の
年
金
証
書

、
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号
並

十
条
の
二
第
一
項
第
六
号

の
記
号
及
び
番
号

び
に
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
三

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
五
条
第
一
項
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
三

法
第
九
十
九
条
の
四
第
一
項
か

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一

改
正
前
施
行
規
程
第
百
三

法
第
九
十
九
条
の
四
第
一
項
か

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一

十
六
条
第
一
項

ら
第
三
項
ま
で

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金

十
六
条
第
一
項

ら
第
三
項
ま
で

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金

保
険
法
第
六
十
五
条
の
二
又
は
第
六
十
六
条

保
険
法
第
六
十
五
条
の
二
又
は
第
六
十
六
条

改
正
前
施
行
規
程
第
百
三

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
六
条
第
一
項
第
一
号
及

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

び
第
百
三
十
八
条
第
一
項

第
一
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

一

組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏

一

組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月

十
条
第
一
号
、
第
百
四
十

名
及
び
生
年
月
日

日

一
条
第
一
号
及
び
第
百
四

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

十
二
条
第
一
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
四
条
第
一
項
第
一
号

日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
四
条
第
三
項
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

二

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

二

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
五
条
第
一
項
第
二
号
及

年
月
日

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

び
第
三
項
第
二
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
七
条
第
一
項
第
一
号

月
日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
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改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
七
条
第
三
項
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

二

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年

二

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
七
条
の
二
第
二
号
及
び

月
日
及
び
住
所

二
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

第
百
四
十
七
条
の
三
第
一

項
第
二
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定

改
正
前
施
行
規
程
第
百
四

法
第
八
十
一
条
第
七
項
に
規
定

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
七
に
規
定

十
七
条
の
三
第
一
項
第
五

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

十
七
条
の
三
第
一
項
第
五

す
る
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は

す
る
年
金
で
あ
る
給
付

号

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十

号

障
害
共
済
年
金
又
は
令
第
二
十

五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

五
条
の
六
に
規
定
す
る
年
金
で

あ
る
給
付

あ
る
給
付

並
び
に
当
該
年
金
の
年
金
証
書

、
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号

の
記
号
及
び
番
号
（
当
該
年
金

（
当
該
年
金
に
つ
い
て
そ
の
決
定
を
請
求
し
て

に
つ
い
て
そ
の
決
定
を
請
求
し

い
る
場
合
に
は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
請

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
年
金

求
先
及
び
請
求
し
た
日
）
並
び
に
配
偶
者
の
個

の
名
称
、
そ
の
請
求
先
及
び
請

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

求
し
た
日
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

決
定
又
は
改
定

決
定

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

決
定
又
は
改
定

決
定

十
五
条
第
一
項

十
五
条
第
一
項

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

十
六
条
第
一
項
第
一
号

月
日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

十
六
条
の
二
第
二
項

市
職
員
共
済
組
合

十
六
条
の
二
第
二
項

市
職
員
共
済
組
合

本
人
確
認
情
報

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

本
人
確
認
情
報

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

住
民
票
コ
ー
ド

住
民
票
コ
ー
ド
又
は
個
人
番
号
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［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

十
六
条
の
二
の
二

市
職
員
共
済
組
合

十
六
条
の
二
の
二

市
職
員
共
済
組
合

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

三

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

三

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
六
条
の
二
の
二
第
三
号

年
月
日

三
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

十
六
条
の
三
第
一
項

市
職
員
共
済
組
合

十
六
条
の
三
第
一
項

市
職
員
共
済
組
合

本
人
確
認
情
報

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

本
人
確
認
情
報

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
六
条
の
三
第
一
項
第
一

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

号改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

十
七
条
第
一
項

市
職
員
共
済
組
合

十
七
条
第
一
項

市
職
員
共
済
組
合

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
七
条
第
一
項
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

並
び
に
当
該
年
金
の
年
金
証
書

、
当
該
年
金
の
年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号

十
七
条
第
一
項
第
四
号

の
記
号
及
び
番
号
（
当
該
年
金

（
当
該
年
金
に
つ
い
て
そ
の
決
定
を
請
求
し
て

に
つ
い
て
そ
の
決
定
を
請
求
し

い
る
場
合
に
は
、
当
該
年
金
の
名
称
、
そ
の
請

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
年
金

求
先
及
び
請
求
し
た
日
）
並
び
に
配
偶
者
の
個

の
名
称
、
そ
の
請
求
先
及
び
請

人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

求
し
た
日
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号

年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号
又
は
個
人
番
号
若

改
正
前
施
行
規
程
第
百
五

年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号

年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号
又
は
基
礎
年
金
番

十
九
条
第
一
項
第
三
号

し
く
は
基
礎
年
金
番
号

十
九
条
第
一
項
第
三
号

号

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］
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改
正
前
施
行
規
程
第
百
六

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

改
正
前
施
行
規
程
第
百
六

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

十
条
第
一
項

市
職
員
共
済
組
合

十
条
第
一
項
及
び
第
五
項

市
職
員
共
済
組
合

改
正
前
施
行
規
程
第
百
六

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
条
第
一
項
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

改
正
前
施
行
規
程
第
百
六

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
等

十
条
第
五
項

市
職
員
共
済
組
合

改
正
前
施
行
規
程
第
百
六

、
第
百
三
十
七
条
の
規
定
の
適

及
び

改
正
前
施
行
規
程
第
百
六

、
第
百
三
十
七
条
の
規
定
の
適

及
び

十
一
条

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
と
き

十
一
条

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
と
き

及
び

及
び

遺
族
共
済
年
金

遺
族
厚
生
年
金

遺
族
共
済
年
金

遺
族
厚
生
年
金

、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規

若
し
く
は
戸
籍
法

、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規

若
し
く
は
戸
籍
法

定
に
よ
り
支
払
未
済
の
給
付
の

定
に
よ
り
支
払
未
済
の
給
付
の

支
給
を
受
け
る
相
続
人
若
し
く

支
給
を
受
け
る
相
続
人
若
し
く

は
戸
籍
法

は
戸
籍
法

知
事
等
か
ら
本
人
確
認
情
報

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
機
構

知
事
等
か
ら
本
人
確
認
情
報

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
機
構

保
存
本
人
確
認
情
報

保
存
本
人
確
認
情
報

改
正
前
施
行
規
程
第
百
六

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

十
一
条
第
一
号

年
月
日

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

（
支
払
未
済
の
給
付
）

（
支
払
未
済
の
給
付
）

第
二
十
八
条

改
正
前
地
共
済
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

第
二
十
八
条

改
正
前
地
共
済
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
を
い
い
、
平

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
を
い
い
、
平

成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
規
定
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の

成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
規
定
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
で
あ
る
給

規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
で
あ
る
給

付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

付
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

同
上
］
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［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
個
人
番
号
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
八
条
の
二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る

［
新
設
］

年
金
で
あ
る
給
付
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
個
人
番
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
個
人
番
号

三

個
人
番
号
の
変
更
年
月
日

四

受
給
権
者
の
年
金
証
書
の
記
号
番
号

（
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
改
定
の
請
求
）

（
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
改
定
の
請
求
）

第
二
十
九
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金

第
二
十
九
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
、
改
正
前
地
共
済
法
附
則
第
二
十
四
条
の
二
第
六
項
若
し

で
あ
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
、
改
正
前
地
共
済
法
附
則
第
二
十
四
条
の
二
第
六
項
若
し

く
は
第
七
項
又
は
平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年

く
は
第
七
項
又
は
平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年

金
保
険
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き

金
保
険
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
国
会
議
員
等
と
な
つ
た
と
き
の
支
給
停
止
の
届
出
）

（
国
会
議
員
等
と
な
つ
た
と
き
の
支
給
停
止
の
届
出
）

第
三
十
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で

第
三
十
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で

あ
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
及
び
同
項
に
規
定
す
る
旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
退
職
を
給

あ
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
及
び
同
項
に
規
定
す
る
旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
退
職
を
給

付
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
第
三
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済

付
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
第
三
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済

年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
者
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
会
議
員
又
は

年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
者
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
会
議
員
又
は

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
国
会
議
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
国
会
議
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院

議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
組
合
が
当

議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
組
合
が
当

該
受
給
権
者
に
係
る
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

該
受
給
権
者
に
係
る
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
総
報
酬
月
額
相
当
額
を
算
定
す
る
場
合
に
必
要
な
事
項
の
異
動
の
届
出
）

（
総
報
酬
月
額
相
当
額
を
算
定
す
る
場
合
に
必
要
な
事
項
の
異
動
の
届
出
）

第
三
十
一
条

国
会
議
員
等
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
は
、
前
条
第
一
項

第
三
十
一
条

国
会
議
員
等
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
は
、
前
条
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組

合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
組
合
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
三
号
及
び
第
四

長
に
対
す
る
資
料
の
提
供
の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
組
合
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
三
号
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］
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［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
国
会
議
員
等
で
な
く
な
つ
た
こ
と
の
届
出
）

（
国
会
議
員
等
で
な
く
な
つ
た
こ
と
の
届
出
）

第
三
十
二
条

国
会
議
員
等
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
は
、
国
会
議
員
等

第
三
十
二
条

国
会
議
員
等
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
は
、
国
会
議
員
等

で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供

ら
な
い
。
た
だ
し
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
に
対
す
る
資
料
の
提
供

の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
組
合
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き

の
求
め
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
組
合
が
当
該
受
給
権
者
に
係
る
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

一

受
給
権
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
障
害
の
状
態
等
に
関
す
る
届
出
）

（
障
害
の
状
態
等
に
関
す
る
届
出
）

第
三
十
三
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金

第
三
十
三
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金

で
あ
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
及
び
同
項
に
規
定
す
る
旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
障
害
を

で
あ
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
及
び
同
項
に
規
定
す
る
旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
障
害
を

給
付
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

給
付
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

等
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
に
つ
い
て
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
組

等
」
と
い
う
。
）
の
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
に
つ
い
て
の
程
度
の
診
査
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
組

合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ

合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
等
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
等
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
所
在
不
明
に
よ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
の
支
給
停
止
の
申
請
）

（
所
在
不
明
に
よ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
の
支
給
停
止
の
申
請
）

第
三
十
四
条

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保

第
三
十
四
条

平
成
二
十
七
年
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
厚
生
年
金
保

険
法
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
平
成
二
十

険
法
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
在
不
明
で
あ
る
受
給
権
者
の
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
遺

四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
遺

族
共
済
年
金
及
び
同
項
に
規
定
す
る
旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
死
亡
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の

族
共
済
年
金
及
び
同
項
に
規
定
す
る
旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
死
亡
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の

に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
」
と
い

に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
」
と
い

う
。
）
の
支
給
の
停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出

う
。
）
の
支
給
の
停
止
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
組
合
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
申
請
者
と
組
合
員
で
あ

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
申
請
者
と
組
合
員
で
あ
つ
た
者
と
の
身

つ
た
者
と
の
身
分
関
係

分
関
係

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
六
十
歳
未
満
の
障
害
等
級
の
二
級
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
夫
等
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族

（
六
十
歳
未
満
の
障
害
等
級
の
二
級
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
夫
等
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族

共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
等
の
届
出
）

第
三
十
五
条

六
十
歳
未
満
の
障
害
等
級
の
一
級
若
し
く
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
夫
、
父
母
若
し
く
は
祖

第
三
十
五
条

六
十
歳
未
満
の
障
害
等
級
の
一
級
若
し
く
は
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
夫
、
父
母
若
し
く
は
祖

父
母
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
又
は
障
害
等
級
の
一
級
若
し
く
は
二
級

父
母
で
あ
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
の
受
給
権
者
又
は
障
害
等
級
の
一
級
若
し
く
は
二
級

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
若
し
く
は
孫
で
あ
る
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
に
つ
い
て
の
程
度
の
診
査
が

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
子
若
し
く
は
孫
で
あ
る
受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
障
害
に
つ
い
て
の
程
度
の
診
査
が
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必
要
で
あ
る
と
認
め
て
組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

必
要
で
あ
る
と
認
め
て
組
合
が
指
定
し
た
も
の
は
、
指
定
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
の
全
額

を
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
の
全
額

に
つ
き
、
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

に
つ
き
、
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

［
新
設
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


